
 

 

『15家裁調査官 専門科目対策講座 憲法 論証集』（KU14365）訂正表 

 

2018年6月13日現在 

ページ 訂正箇所 訂正内容 掲載日 

P.63 51実質的証拠法則  

誤 【問題提起】‥‥‥‥‥‥‥‥合憲である。 

2018/06/13 正 全文削除（2013年独占禁止法改正により実質的証拠法

則がなくなったため） 

 

※「掲載日」は，上掲訂正情報がＬＥＣホームページの『公務員 テキスト改訂・修正情報一覧』(http://www.lec-jp.com/koumuin/kaitei)に 

掲載された日付です。 

 


